
職員の旅費支給に関する条例等の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、本市における旅費の

支給に関する所要の規定の整備を行う。  

 

第２  改正の内容  

 (1)  国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴う支給方法の改定（第１

条関係）  

  ア  旅行代理店等に旅費を直接支払うことのできる規定の整備（職員の旅

費支給に関する条例第２条第１項第１０号、第３条第６項関係）  

イ  出張命令の変更、天災等に伴う損失に対する旅費の支給規定の整備（職

員の旅費支給に関する条例第３条第４項及び第５項関係）  

ウ  職員の赴任に伴う移転旅費の名称及び計算方法の改定（職員の旅費支

給に関する条例第２０条から第２３条関係）  

 (2)  実情に応じた旅費支給に係る規定の改定  

ア  宿泊料の支給に関する特別な事情がある場合の規定の整備（職員の旅

費支給に関する条例第１４条第２項関係）  

  特別な事情により別表に規定する基準内で宿泊可能な施設がない場合、

基準を超過して支給することのできる規定を追加  

イ  外国旅行について国家公務員の旅費に関する法律に準じた支給とする

規定の整備（職員の旅費支給に関する条例第２４条、非常勤特別職職員

の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例第８条第３項、

岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例第５条関係）  

  外国旅行にあっては、旅費の種目及び金額を国家公務員の旅費に関す

る法律に準じ、その都度協議の上で決定するよう規定を改定  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  
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岩見沢市条例第  ６  号  

 

職員の旅費支給に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

令和  ８  年  ３  月２５日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

職員の旅費支給に関する条例等の一部を改正する条例  

 

（職員の旅費支給に関する条例の一部改正）  

第１条  職員の旅費支給に関する条例（昭和３９年条例第２０号）の一部を次

のように改正する。  

第２条第１項第４号中「一時その勤務場所」の次に「（任命権者又はその委

任を受けたもの（以下「出張命令権者」という。）が認める場合には、その住

所、居所その他出張命令権者が認める場所）」を加え、同項第６号中「採用さ

れた職員」の次に「のうち、市長が特に必要と認めた者」を加え、同項第７

号中「根拠地」を「根拠」に改め、同項第８号中「扶養親族」を「家族」に、

「主として職員の収入によって生計を維持している者」を「職員と生計を一

にする者」に改め、同項に次の１号を加える。  

(10) 旅行役務提供者  旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める

者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行

役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定

めるものを出張者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に

対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約

をいう。）を締結したものをいう。  

第３条第３項中「第１６条各号又は」を「第２８条第４項若しくは」に改

め、「事由」の次に「又はこれらに準ずる事由」を加え、同条に次の３項を加

える。  
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４  第１項及び第２項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、

次条第３項の規定により出張命令等の変更（取消しを含む。）を受け、若し

くは死亡した場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の

損失となる金額若しくは支出を要する金額で規則で定めるものを当該職員

又は当該職員の遺族に対し旅費として支給することができる。  

５  第１項及び第２項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、

旅行中天災その他規則で別に定める事情により、概算払を受けた旅費額（概

算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当

する金額）の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲

内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。  

６  第１項、第２項又は第４項に規定する場合において、市が旅行役務提供

契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項

に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、

当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。  

第４条第１項中「市長その他任命権者（以下「出張命令権者」という。）」

を「出張命令権者」に改める。  

第６条ただし書中「路程」を「経路及び方法」に改める。  

第７条を次のように改める。  

第７条  削除  

 第１１条第２項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合」を「及び同

項第３号に規定する座席指定料金は、市長が定める地域を除き、特別急行列

車を運行する路線による旅行で片道１００キロメートル以上のもの」に改め、

同項各号を削り、同条第３項を削る。  

 第１２条に次の１項を加える。  

３  第１項により準用して支給する運賃の額の上限は、運賃の等級が区分さ

れた船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。  

 第１３条を次のように改める。  

 （航空賃）  

第１３条  航空賃は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必
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要とするものに限る。）の額の合計額とする。  

(1) 運賃  

(2) 座席指定料金  

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用  

２  前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機

により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。  

 第１４条第２項に次のただし書を加える。  

ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で別に定める

場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。  

 第２０条中「移転料、着後手当及び扶養親族移転料」を「転居費、着後滞

在費及び家族移転費」に改める。  

 第２１条を次のように改める。  

 （転居費）  

第２１条  転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第２３条第１項第１号

又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その

額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。 

 第２２条の見出し中「着後手当」を「着後滞在費」に改め、同条中「着後

手当の額は」を「着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用と

し、その額は」に改め、「５夜分」の次に「を限度として、現に滞在した日数

に応じた日当及び宿泊した夜数に係る宿泊料の合計額」を加える。  

 第２３条を次のように改める。  

 （家族移転費）  

第２３条  家族移転費は赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。  

(1) 赴任の際、家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。

以下この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合に

は、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、

日当、宿泊料及び着後滞在費の合計額に相当する額  

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更
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に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転

する場合には、前号の規定に準じて算定した額  

２  出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある

場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。  

 第２４条を次のように改める。  

 （外国旅費）  

第２４条  職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種目及び額

は、第６条及び第９条から前条までの規定にかかわらず国家公務員等の旅

費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号。以下この項において「旅費

法」という。）に準じ、その都度、出張命令権者が市長と協議して定める。

この場合においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

る者に支給される旅費を基準とする。  

(1) 特別職の職員  旅費法に規定する指定職の職務にある者  

(2) 一般職の職員  旅費法に規定する１０級以下の職務にある者  

２  前項の規定にかかわらず、職員が特別職の職員に随行して外国に旅行する

必要があるときの当該職員の旅費の額は、特別職の職員が同項の規定に基

づいて受ける旅費の額と同一とする。  

 第２５条及び第２６条を削り、第２７条を第２５条とし、第２８条を第２

６条とし、第２９条を第２７条とし、第３０条中「の規定による帰郷旅費は、

前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する」

を「第１５条第３項又は第６４条の規定に該当する事由がある場合において、

この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定によ

り支給する旅費が同法第１５条第３項若しくは第６４条の規定による旅費に

満たないときには、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額

又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする」に

改め、同条を第２８条とし、同条の次に次の１条を加える。  

（旅費の返納）  

第２９条  出張命令権者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれ

に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払

を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。  
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２  出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を

受けた場合には、出張命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該出

張命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅

費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。  

３  前項に規定する給与の種類は、規則で定める。  

第３１条を第３０条とし、第３２条を第３１条とする。  

別表第１中「、第２１条」を削り、管外定額表を次のように改める。  

管外定額表  

区分  車賃  

（１キロメー

トルにつき）  

日当  

（１日につ

き）  

宿泊料（１夜につき）  

甲地方  乙地方  

市長  ３７円  ３，０００円  １４，８００

円  

１３，３００

円  

副市長、常勤

の監査委員、

固定資産評価

員、教育長、

市立総合病院

長  

３７円  ２，８００円  １４，０００

円  

１２，６００

円  

職務が６級に

ある者  

３７円  ２，６００円  １３，１００

円  

１１，８００

円  

職務が５級に

ある者  

３７円  ２，４００円  １２，０００

円  

１０，８００

円  

職務が４級以

下にある者  

３７円  ２，２００円  １０，９００

円  

９，８００円  

備考  

 １  宿泊料の欄中「甲地方」とは、規則で別に定める地域をいう。  

２  宿泊料の欄中「乙地方」とは、その他の地域をいう。  

３  宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。  

別表第３を削る。  
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（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条

例の一部改正）  

第２条  非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関す

る条例（平成２０年条例第２６号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項中「別表第４」を「別表第３」に改める。  

  第８条第１項中「別表第４」を「別表第３」に改め、同条に次の１項を加

える。  

３  外国旅行における費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法

律 (昭和２５年法律第１１４号 )に準じ、出張命令権者が市長と協議して定

める。  

  別表第４を削る。  

（岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正）  

第３条  岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年条例第２５

号）の一部を次のように改正する。  

  第５条を次のように改める。  

   （費用弁償）  

第５条  議長等が公務のために旅行したときの費用弁償の額は、別表第１か

ら別表第２までのとおりとし、外国旅行にあっては、国家公務員等の旅費

に関する法律 (昭和２５年法律第１１４号 ) に準じ、その都度、出張命令

権者が市長と協議して定める。  

別表第３を削る。  

 

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。  

 （経過措置）  

第２条  第１条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例の規定は、

施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、

なお従前の例による。  


